
水道管の凍結にご注意ください

問い合わせ　市水道事業所 ☎23-5881　受付時間　8時30分～17時15分　土・日曜日、祝日を除く

第１次試験
試験日：令和２年１月26日㈰
場　所：岩手沿岸南部クリーンセンター（大字平田）
募集職種・採用予定人数・受験資格
※「卒業」は令和２年３月までに卒業見込みの人を含む
※（　）内の年齢は、令和２年４月１日時点のものです
※同時に複数の職種に申し込むことはできません
（１）一般事務【若干名】
 ・ 大学卒　大学を卒業した人で、昭和59年４月２日～平成
10年４月１日までに生まれた人（35歳以下）
 ・ 短大卒　短大を卒業した人で、昭和61年４月２日～平成
12年４月１日までに生まれた人（33歳以下）
 ・ 高校卒　高校を卒業した人で、昭和63年４月２日～平成
14年４月１日までに生まれた人（31歳以下）
（２）一般事務（障がい者対象）【若干名】
　次の①～③の全てに該当する人
 ① 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手
帳の交付を受けている人
 ② 活字印刷文の筆記試験および口述の面接試験に対応でき
る人
 ③ 高校卒業程度の学歴がある人で、昭和59年４月２日～平
成14年４月１日までに生まれた人（35歳以下）
（３）一般事務（釡石市任期付職員経験者）【若干名】
　次の①～③の全てに該当する人
① 令和元年12月15日現在で釡石市任期付職員として在職し
ている人
② 令和２年３月31日現在で釡石市任期付職員として２年以
上の勤務経験がある人（見込みを含む）
③（満年齢59歳以下）
（４）土木【若干名】
　次のいずれかに該当する人
 ① 高校卒業程度の学歴がある人で、昭和54年４月２日以降
に生まれた人（40歳以下）
 ② 高校を卒業し、１級または２級土木施工管理技士の資格
を持つ人で、昭和54年４月２日以降に生まれた人（40歳
以下）
③ 国または地方公共団体において土木工事の設計業務に３
年以上従事したことがある人で、昭和44年４月２日以降
に生まれた人（50歳以下）

（５）機械【若干名】
　高校卒業程度の学歴がある人で、昭和49年４月２日以降
に生まれた人（45歳以下）
（６）保健師【若干名】
　保健師の資格を持つ人（今年度中に免許取得見込みの人
も含む）で、昭和44年４月２日以降に生まれた人（50歳以
下）
（７）社会福祉士【若干名】
　社会福祉士の資格を持つ人（今年度中に資格取得見込み
の人を含む）で、昭和44年４月２日以降に生まれた人（50
歳以下）
（８）臨床心理士【若干名】
　臨床心理士の資格（（公財）日本臨床心理士資格認定協会
が認定する資格）を持つ人（今年度中に資格取得見込みの
人を含む）で、昭和44年４月２日以降に生まれた人（50歳
以下）
（９）保育教諭【２名程度】
　保育士資格、幼稚園教諭免許の両方を持つ人（今年度中
に両方の資格・免許を取得見込みの人を含む）で、昭和54
年４月２日以降に生まれた人（40歳以下）
※就業場所は、幼稚園、認定こども園、社会福祉施設など
提出書類
・ 受験案内および申込書は、市総務課、各地区生活応援セ
ンターに備え付ける他、市のホームページからもダウン
ロードできます
 ・ 郵送で申込書類を請求する場合は、封筒の表に「採用試
験申込書類請求」と朱書きし、返信用封筒（角型２号）
に210円切手を貼り付けたものを同封の上、送付してくだ
さい
受付期限
令和２年１月14日㈫必着
 
　申込方法など詳しくは、受験案内や市の
ホームページをご覧ください。

市職員を募集します 令和２年４月１日採用予定
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申し込み・問い合わせ　市総務課 職員係
〒026-8686 只越町3-9-13 ☎27-8411 内線115
ホームページ：http://www.city.kamaishi.iwate.jp/

市のホームページ

釡石市鵜住居財産区議会、両石財産区議会の議員を紹介します
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台
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損
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①
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台
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③
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受
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。
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所
お
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び
個
人
事
業
主
は
、
忘
れ
ず
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

　９月13日告示の釡石市財産区議会議員選挙は、鵜住居財産区、両石財産区ともに定数と同数の立候補の届け出により
無投票で選出されました。任期は４年で令和５年９月22日までです。

議員名簿（議員名は50音順、敬称略）
鵜住居財産区
（定数８）

両石財産区
（定数６）

議　長 岩　鼻　新一郎 山　崎　　　雄
副議長 佐々木　虎　男 小笠原　吉　光
議　員 岩　﨑　久　延 瀬　戸　　　元

岩　﨑　征　夫 山　口　鉄　男
川　﨑　　　努 山 﨑 榮右エ門
二本松　　　誠 和　田　重　光
藤　原　泰　治 ―
前　川　義　博 ―

財産区とは
　財産区とは、市町村の一部地域（住民）が、山
林、墓地、ため池、宅地、原野などの特定の財産
や用水路、公民館などの公の施設を保有する場
合、それを管理するために設けられる法人格を有
した特別地方公共団体のことをいい、地方自治法
に規定されています。
　財産区は、長年の慣習により設けられているも
のと、市町村合併などの際に、財産処分の協議に
基づいて設けられるものがあります。その権能
は、管理行為（保存や改良）と処分行為（売却や
賃借など）の範囲内とされており、住民の福祉を
増進するとともに、財産区のある市町村との一体
性を損なわないように努めなければならないとさ
れています。
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令
和
元
年
（
平
成
31
年
）
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
、
滅
失
登
記
を
し
て
い
な
い
人
は
、
市
税

務
課
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
連
絡
が
な
い
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、
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年
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以
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さ
れ
る
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あ
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ま
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意
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。
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始
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り
ま
す

釡石市の財産区
　鵜住居財産区と両石財産区は、明治22年の「市制町村制」の実施に伴う村と村の大合併の際に設置されました。
また釡石市財産区議会設置条例に基づき議会を設け、財産区財産の管理、処分などに関する事項について、市議会
の議決すべき事項を議決することができ、定例会では、財産区の予算・決算の審議をしています。他に、財産区の
一般的な財産管理に関し、定例会とは別に、議員全員による協議会を開催しています。
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